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建設経済委員会 次第 

 

日時：2022 年３月 15 日(火) 9:30 ～ 

場所：第３委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託案件の審査について 

   ～別紙付託分類表及び審査日程表のとおり～ 

  【第１部】9:30～ 

    各振興局・上下水道部 

  【第２部】10:40頃～ 

    環境経済部・コウノトリ共生部・都市整備部・農業委員会事務局 

 

 ⑵ 意見・要望のまとめ 

 

 

⑶ 閉会中の継続審査申出について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 
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令和４年第２回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【建設経済委員会】 

  第６号議案 豊岡市立玄武洞公園の指定管理者の指定期間変更について 

  第19号議案 豊岡市中小企業振興基本条例制定について 

  第20号議案 豊岡市下水道条例の一部を改正する条例制定について 

  第21号議案 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

  第30号議案 令和３年度豊岡市水道事業会計補正予算（第４号） 

  第31号議案 令和３年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第３号） 

  第41号議案 令和４年度豊岡市水道事業会計予算 

  第42号議案 令和４年度豊岡市下水道事業会計予算 

 

 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【建設経済分科会】 

  第22号議案 令和３度豊岡市一般会計補正予算（第20号） 

  第32号議案 令和４年度豊岡市一般会計予算 

  第44号議案 令和４年度豊岡市一般会計補正予算（第１号） 
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令和４年３月定例会 

建設経済委員会・分科会 審査日程表 

審 査 日 程 所 管 部 課 名 審  査  区  分 予想時間 

３月14日（月） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農業委員会】 

 

 

 

 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

 

 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担当）

城崎温泉課 

 

 

 

 

 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

9:30 

～ 

12:00 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

 

 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

13:00 

～ 

14:10 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

 

 

 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

 

 

 

  

14:20 

～ 

15:40 
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審 査 日 程 所 管 部 課 名 審  査  区  分 予想時間 

３月14日（月） 

15：50～ 

 

 

第３委員会室 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

分第32号議案（一般会計予算）＜説明・質疑＞ 

・主要事業等の予算説明 

・債務負担行為、地方債の説明 

 

15:50 

～ 

17:00 

○第41号議案（水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第42号議案（下水道事業会計予算） 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

 分第32号議案（一般会計予算） 

＜討論・表決＞ 

 

≪分科会審査意見・要望のまとめ≫ 

分第32号議案（一般会計予算） 

 

≪委員会審査意見・要望のまとめ≫ 

○第41号議案（水道事業会計予算） 

○第42号議案（下水道事業会計予算） 

17:00 

～ 

18:00 

※ 午前中の部署は全部署９時 30 分までに入室いただき、農業委員会の終了・退席後、環境経済部と 

各振興局を合同で説明・質疑を行います。 

午後は、部単位で入室いただき、説明・質疑を行い、説明・質疑が終了した部は退席いただきます。 

 

分予算決算委員会 建設経済分科会分担議案 

○建設経済委員会 付託議案 

※14日中に当初予算の討論・表決を行い分科会及び委員会の意見・要望の取りまとめを行います。 
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審 査 日 程 所 管 部 課 名 審   査   区   分 予想時間 

３月15日（火） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

＜１部＞ 

【各振興局】 

地域振興課（地域振興担

当） 

 

【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

 

 

 

 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第 20 号議案（下水道課） 

○第 21 号議案（下水道課） 

分第 22 号議案（関係課） 

 ※第 22 号議案の討論・表決は２部で行

います 

○第 30 号議案（水道課） 

○第 31 号議案（下水道課） 

分第 44 号議案（日高地域振興課・出石地

域振興課） 

※第 44 号議案の討論・表決は２部で行い

ます 

 

 

 

9:30 

～ 

10:30 

＜２部＞ 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

 

【農業委員会事務局】 

 

 

 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第６号議案（大交流課） 

○第 19 号議案（環境経済課） 

分第 22 号議案（関係課） 

分第 44 号議案（環境経済課・大交流課・

農林水産課） 

 

 

 

《委員会（分科会）審査意見、要望のまと

め》 

 

 

 

10:40 

～ 

 ※ ３月 15 日（火）の審査については、新型コロナ対策のため２部制で開催します。そのため、

議案順の審査とならないことご承知おきください。 

   ９時 30 分から各振興局及び上下水道部の審査、退席後、10 時 40 分頃から環境経済部、コウ

ノトリ共生部、都市整備部及び農業委員会事務局の審査を行います。 
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＜別紙１＞ 

 

建設経済委員会重点調査事項 

 

 

（2021.12.17 確認） 

 

○環境経済戦略の推進について 

 

○農林水産業・商工・観光・特産振興等経済支援、地域活性化施策の

推進について 

 

○有害鳥獣対策の推進について 

 

○地域内幹線道路の整備促進について 

 

○都市計画マスタープランについて 

 

○公営住宅のあり方について 

 

○下水道事業計画及び地域水道ビジョンの推進について 

 

○専門職大学と演劇のまちについて 

 

○新型コロナウイルスに係る地域経済対策について 
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午前９時２２分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） おはようございます。 

 それでは、皆さんおそろいになりましたので、た

だいまから建設経済委員会を開会します。 

 改めまして、本日２日目となります。なかなか時

間がうまくできない部分というのがありますけど

も、皆さん、どうぞご協力よろしくお願いします。 

 また、本日の委員会に当たり、但東振興局、羽尻

局長の欠席について申出があり、許可をいたしてお

ります。ご了承願います。 

 それと、建設課、北村参事の欠席についても申出

がありますので、許可をいたしております。 

 それでは、協議事項１番、付託案件の審査に入り

ます。 

 本日は、昨日の委員会に引き続き、審査日程表の

とおり議案の審査を行います。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

当局の出席を２部に分けて審査を行います。そのた

め、議案番号順の審査とならないことをあらかじめ

ご了承ください。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑・答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に

行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協力をお

願いします。 

 初めに、第２０号議案、豊岡市下水道条例の一部

を改正する条例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 議案書の１１７ページ

をご覧ください。第２０号議案、豊岡市下水道条例

の一部を改正する条例制定について説明させてい

ただきます。 

 改正の内容につきましては、本会議で上下水道部

長が説明したとおりですが、改めて１２１ページの

条例新旧対照表で説明をさせていただきます。 

 １２１ページをご覧ください。改正の内容は、下

水道施行令の改正により、都市下水路の構造の基準

を示す下水道法施行令第１７条の１０の条項が第

１７条の１３となったことにより、引用する規定の

条番号を改めるため条例を改正するものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） ご異議なしと認めます。よ

って、第２０号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第２１号議案、豊岡市集落排水処理施設等

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） では、１２３ページを

ご覧ください。第２１号議案、豊岡市集落排水処理

施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定について説明をさせていただきます。 

 改正の内容につきましては、本会議で上下水道部

長が説明したとおりですが、改めて１２７ページの

条例新旧対照表で説明をさせていただきます。 

 １２７ページをご覧ください。改正の内容は、統

廃合事業により、田鶴野地区、神美南部地区、五荘

大浜地区の３処理区を廃止するものです。なお、廃

止となる処理区は、豊岡処理区への統合となり、廃

止した３処理区の浄化センターは汚水調整池にな

ります。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） １点だけ確認をさせてくださ

い。農業集落排水、これは今度一緒につなげるとい
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うことなんですけど、豊岡市全体として今後一緒に

するような予定というのはどれぐらいあるんでし

ょうか。残っているのはどれぐらいという意味です

けどね、その辺分かればお知らせください。 

○委員長（清水  寛） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 今、統廃合事業のほう

を進めておりまして、合併当初５４処理区あった処

理場を、最終的に２３処理場にすることと計画をい

たしております。現在、今回案を上げさせていただ

きました３処理区を含めて、２２の処理区の統廃合

が終了したことになります。合計で３１処理区を減

らすこととしておりますので、現在２２処理区を引

きまして、残りは９処理区となります。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 予定表みたいなことは出せま

すかどうか確認をさせてください。 

○委員長（清水  寛） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 予定と申しますのは、

年次計画を含めてということでよろしいでしょう

か。 

○委員（西田  真） そうです。今、残り９か所と

言われましたんで、その残り９か所の予定表みたい

なのがあればいうことです。全体が５４あって、２

３までに処理区を統合するということをお聞きし

ましたので、その残りが９か所、その予定表みたい

な、バーチャートみたいなのがあれば提出いただき

たいという意味合いですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 後日、提出をさせてい

ただきます。 

○委員（西田  真） 委員長、資料要求をお願いし

ます。 

○委員長（清水  寛） では、よろしくお願いしま

す。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） お諮りします。本案は、原

案のとおり可決すべきものと決定してご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第２１号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２８分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） ただいまから建設経済分

科会を開会いたします。 

 まず、第２２号議案、令和３年度豊岡市一般会計

補正予算（第２０号）を議題とします。 

 当局の説明は、出席部署の組織順に、歳出、歳入、

あれば繰越明許費、債務負担行為補正及び地方債補

正の順でお願いします。 

 質疑については、課ごとに行います。討論、表決

については、２部で当議案の質疑が終了した後、一

括して行います。 

 それではまず、城崎振興局地域振興課、お願いし

ます。 

 橋本参事。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） それで

は、説明書１７５ページをご覧ください。説明欄で

説明させていただきます。 

 一番下の囲み、地域おこし協力隊推進事業費です

が、城崎地域振興課としまして１人分、４７０万円

の減額をしております。これは協力隊員が選任後に

辞退されたことなどによって、本年度の委嘱に至ら

なかったためでございます。 

 次に、２２１ページをご覧ください。上の囲み中

段、城崎観光施設管理費になります。こちらは城崎

温泉交流センターさとの湯でございますが、そちら

の受電設備の改修工事の不用になった残額、そして

コロナ感染防止によります、さとの湯の足湯休止な

どによるイベント広場管理費の減額、またポケット
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パーク管理業務の縮小などによる不用額の減額と

なっております。以上となります。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、竹野振興局地域振興課、お願いします。 

 平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） 歳出から

説明いたします。 

 まず、１７３ページをご覧ください。説明欄の一

番下の囲み、下から３行目の仲田光成記念基金積立

金の１１万７，０００円の減額は、事業の精算見込

みによるものです。 

 次に、１７９ページをご覧ください。説明欄の一

番下の囲み、竹野振興局プロジェクト事業費５５２

万３，０００円の減額は、竹野川湊プロジェクショ

ン・マッピングの上映を中止したことによる費用４

０５万４，０００円と、次のページ、上から２行目、

補助金、竹野焼杉板景観保全事業の精算による９３

万円の減額が含まれています。 

 次に、２１９ページをご覧ください。説明欄一番

下の囲み、下から３行目の竹野川湊館管理費の２０

５万８，０００円の減額のうち、報償費１０万円と

費用弁償２５万５，０００円は、仲田光成記念基金

運営委員会を中止したものです。その次のページ、

２２１ページ、上から１行目、整備工事費１０７万

３，０００円の減額は、竹野川湊館改修工事の精算

によるものです。 

 歳出については以上です。 

 次に、歳入について説明いたします。１６１ペー

ジをご覧ください。上から３つ目の囲み、上から４

行目、仲田光成記念基金繰入金１５万３，０００円

の減額は、仲田光成記念基金運営委員会を実施しな

かったことによるものです。 

 次に、１６３ページの上から２つ目の囲みの２行

目、雑入の説明欄中ほど、仲田光成氏作品貸付事務

手数料５０万６，０００円の減額は、仲田光成氏の

作品の貸出しの際に頂く手数料で、精算見込みによ

るものです。 

 次に、１６５ページをご覧ください。説明欄の上

から５行目、イベント等入場料の３万８，０００円

の減額は、プロジェクション・マッピング事業の中

止に伴う入場料減額によるものです。 

 次に、１６７ページをご覧ください。市債の上か

ら６行目の囲み、商工債の説明欄、観光施設整備事

業債３５０万円の減額のうち１７０万円の減額は、

竹野川湊館改修工事の減額に伴うものです。 

 次に、１６９ページ、市債の一番下、過疎対策事

業債の４４０万円の減額には、竹野川湊プロジェク

ション・マッピング事業の減額に伴う３７０万円と、

竹野焼杉板景観保全事業の減額に伴う１００万円

が含まれています。 

 歳入については以上です。 

 最後に、地方債補正について説明いたします。１

３７ページ、第４表、地方債補正をご覧ください。

下から３行目、観光施設整備事業費、竹野川湊館の

１７０万円の減額と、１３８ページ、一番下、過疎

対策事業債の減額は、歳入でご説明したとおりです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） １点だけちょっと教えてくだ

さい。プロジェクション・マッピング事業の中止は、

どんな理由でしたでしょうか。ちょっと確認だけさ

せてください。 

○分科会長（清水  寛） 平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） 開催時期

を２月に竹野川湊館において上映予定だったんで

すけども、特にオミクロン株の感染力が強い傾向で

あること踏まえまして、感染対策を十分講じても不

安が拭いきれないために、上映を中止いたしました。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切

ります。 
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 続いて、日高振興局地域振興課、お願いします。 

 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） １８１

ページをご覧ください。説明欄２つ目のくくり、日

高振興局プロジェクト事業費の民間宿泊施設支援

事業です。今年度の舗装復旧工事の完了により、不

用額２０６万３，０００円を減額するものです。 

 次に、２１９ページをご覧ください。説明欄３つ

目のくくり、観光事業費の神鍋地域自然学校受入れ

支援事業費です。今年度の事業完了により、不用額

１７６万９，０００円を減額するものです。 

 次に、歳入についてご説明します。１４７ページ

をご覧ください。説明欄下から２つ目のくくり、江

原駅周辺駐車場です。新型コロナウイルス感染症拡

大による影響で、駐車場の利用者が減少したため、

使用料について４０万円を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、出石振興局地域振興課、お願いします。 

 川﨑参事。 

○出石振興局地域振興課参事（川﨑  隆） それで

は、説明させていただきます。１７５ページをご覧

ください。一番下の段にあります地域おこし協力隊

推進事業費です。出石地域振興局分は１行目の補償

金１，１１７万５，０００円のうち、実績見込みに

より１９万１，０００円を減額をするものでござい

ます。 

 続きまして、１８１ページをご覧ください。上か

ら３段目の中ほどにあります出石振興局プロジェ

クト事業です。これは、出石槍振り文化伝承事業と

しまして実施しました子ども大名行列の槍振りに

係る費用の残額合わせて３０万３，０００円を減額

をするものでございます。 

 続きまして、２２５ページをご覧ください。上か

ら３段目のところにあります出石駐車場管理費で

す。交通誘導員警備業務を、新型コロナウイルス感

染症の影響により利用客減少のため、繁忙期の交通

警備体制を縮小したことによる委託料の残額３０

万円を減額するものでございます。 

 次に、歳入でございます。１４７ページをご覧く

ださい。一番下のくくり、上から４段目でございま

す。駐車場使用料でございます。出石振興局分は出

石西の丸駐車場、出石庁舎南側駐車場、出石鉄砲町

駐車場です。それぞれ新型コロナウイルス感染症の

拡大の影響による観光客の減少で、合わせて６０３

万４，０００円の減額をするものです。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、但東振興局地域振興課、お願いします。 

 小川参事。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） 歳出予

算についてご説明いたします。 

 ２１７ページ、上から８行目をご覧ください。治

山事業費の投資委託料は、シルク温泉やまびこのり

面崩壊対策詳細設計業務の事業費確定による不用

額として３０９万７，０００円の減額です。 

 ２２１ページ、上から３行目をご覧ください。但

東シルク温泉やまびこ管理費です。但東シルク温泉

やまびこ空調設備更新工事及び自然の郷自動火災

報知設備設置工事の事業費確定による不用額とし

て１７６万４，０００円の減額です。 

 次に、歳入についてご説明いたします。１６７ペ

ージ、中ほどをご覧ください。治山事業債のうち３

１０万円は、起債対象事業のシルク温泉やまびこの

り面崩壊対策詳細設計業務の事業費確定に伴う減

額です。その下、観光施設整備事業債は、起債対象

事業の但東シルク温泉やまびこ空調設備更新工事

の確定に伴う減額です。 

 次に、地方債についてご説明いたします。１３７

ページ、下から６行目及びその２行下です。治山事

業債、また観光施設整備事業債につきましては、歳

入でご説明いたしました内容と同じです。 
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 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、水道課、お願いします。 

 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 第２２号議案、水道事業

関係分についてご説明いたします。 

 ２０９ページをご覧ください。上段の表、説明欄

の最下段、水道事業会計負担金は、予定額としてい

ました繰り出し額を確定額に変更するものです。内

容は、城崎・港給水区配水施設整備事業において、

国交省、兵庫県が実施する本年度の県道かさ上げ工

事が見送られたため、１，５５１万６，０００円を

減額いたします。これは水道事業への総務省及び市

の繰出基準に基づくものです。 

 １６７ページをご覧ください。市債です。説明欄

の上から２段目、水道施設整備事業債は、先ほど申

し上げた城崎・港給水区配水施設整備事業に係る繰

り出しに充当するもので、一般会計出資債１，５５

０万円を減額するものです。 

 １３７ページをご覧ください。地方債の補正です。

下段、変更の表で７行目の水道施設整備事業費は、

城崎・港給水区配水施設整備事業に係る繰り出しに

充当するもので、一般会計出資債１，５５０万円を

減額するものです。 

 水道課からは以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、下水道課、お願いします。 

 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） ２０７ページをご覧く

ださい。説明欄の一番下、浄化槽設置事業費７９万

３，０００円の減額は、補助金交付規定に基づく申

請がありませんでしたので、全額減額するものです。 

 次に、２２５ページをご覧ください。下水道事業

会計負担金１，０４３万５，０００円の減額は、令

和３年度事業の精査により、一般会計からの負担金

を減額するものです。 

 続きまして、歳入です。１５１ページをご覧くだ

さい。説明欄の下から３行目、循環型社会形成推進

交付金の２６万４，０００円の減額は、浄化槽設置

に係る補助金で、対象となる事業がありませんでし

たので、全額を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） すみません、ちょっと教えて

ください。２０７ページの浄化槽設置事業なんです

けど、申込みがなかったいうことですけど、これは

どういうものかちょっと教えていただいたらあり

がたいです。 

○分科会長（清水  寛） 榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 昨日も令和４年度予算

のほうでご説明申し上げた、公共下水道とか農集排

区域でない区域で浄化槽を設置される方に対して

補助金を交付するものです。以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。 

午前９時４６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前９時５６分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） 建設経済委員会を再開しま

す。 

 それでは、第３０号議案、令和３年度豊岡市水道

事業会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 水道課、谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 議案書４１１ページをご

覧ください。第３０号議案、令和３年度豊岡市水道

事業会計補正予算（第４号）でございます。 

 内容につきましては、本会議で上下水道部長が説
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明したとおりですが、少し補足いたします。 

 ４１４ページをご覧ください。収益的収入ですが、

水道料金につきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響により、水道料金収入が当初の予定額を下

回ることが予測される状況となったため、料金が確

定した１２月調定分までの実績額を基に減額をし

ております。 

 次に、下段の表、収益的支出ですが、ダム管理費

の負担金を増額しています。兵庫県所管施設である

但東ダムは、老朽化により設備故障が頻発しており、

設備老朽化対策を推進するため、県が予算補正を行

うこととしています。このため、県に支払うダム管

理負担金が増額となるため、所要の補正を行うもの

です。このほかに消費税を６，１８９万９，０００

円増額しています。 

 続きまして、４１５ページをご覧ください。まず

は下段の表をご覧ください。資本的支出の建設改良

費ですが、工事請負費を１億６，１５５万円減額し

ています。内訳といたしまして、給配水管布設替え

等の１億２５５万円につきましては、今年度実施予

定としていました事業が国県事業の進捗等により

先送りとなった城崎・港給水区配水施設整備事業４，

６５５万円、城崎大橋架け替え関連事業２，５００

万円、そして入札執行に伴う不用額等の精算により

老朽管更新事業３，１００万円を減額するものです。 

 施設整備費の５，９００万円につきましては、岩

中浄水場改築事業について、入札執行に伴う不用額

等の精算により減額するものです。 

 上段の資本的収入につきましては、工事費の減額

に伴い企業債等の財源を減額するものでございま

す。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） １点だけ確認をさせてくださ

い。４１４ページのダムの管理の負担金なんですけ

ど、１，２９４万８，０００円、これは内容はどん

なもんだったでしょうか。そして、例年この管理費

はどれぐらい執行されているか、お尋ねをいたしま

す。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 今回の事業につきまして

は、県が施設の更新事業を行うということで、主に

はシステム改修等を行うというふうにお聞きして

おります。ダム管理費、県の施設の分で、多目的ダ

ムとなっておりますので、水道の水利権があるとい

うことで、管理費について負担金が発生すると。そ

の分のお支払いをするものでございます。通常、年

間の負担金といたしましては１００万円程度が、細

かい数字をちょっと持ち合わせていませんので、通

常の負担金につきましてはまた改めてご報告させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（清水  寛） そうしたら、また後ほどよ

ろしくお願いします。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） すみません、そうしたら、後

でまた資料か何かで説明をお願いします。 

○水道課長（谷垣 康広） すみません、よろしくお

願いいたします。 

○委員（西田  真） そして、当初予定が１，７８

５万５，０００円で、また追加が１，２９４万８，

０００円ということなんですけど、システム更新、

これはどんな中身といいますか、どんなんでしょう

かね。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） すみません、細かいとこ

ろまでの情報といたしましてはお聞きしてないん

ですけども、監視システム等というふうにお聞きし

ております。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 当初の１，７００万がそれだ

ったということで、また追加がそれに増額が講じた

という意味合いでよろしいでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 増額分がシステム改修で

ございます。当初の分は、その他の通常の更新に係

る工事費の分の負担金であったというふうに思い
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ます。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっとシステムの分かりや

すいやつがあったら、また資料提供を委員長のほう

からお願いできませんか。概要でいいですけど。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 監視システムの概要とい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員（西田  真） それで結構です。 

○委員長（清水  寛） よろしくお願いします。 

○委員（西田  真） 以上です。 

○委員長（清水  寛） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） お諮りします。本案は、原

案のとおり可決すべきものと決定してご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第３０号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第３１号議案、令和３年度豊岡市下水道事

業会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） ４２３ページをご覧く

ださい。第３１号議案、令和３年度豊岡市下水道事

業会計補正予算（第３号）について説明させていた

だきます。 

 内容については、本会議で上下水道部長が説明し

たとおりですが、少し補足をさせていただきます。 

 ４２６ページをご覧ください。補正予算（第３号）

実施計画です。収益的収入では、下水道事業収益を

４，９８３万１，０００円減額しております。内訳

は、下水道使用料、他会計負担金の精査による減額

及び長期前受金戻入、消費税及び地方消費税還付金

の事業費精算に伴う増額によるものです。 

 次に、収益的支出ですが、下水道事業費用を４７

１万４，０００円増額しています。内訳は、人件費、

汚泥処理負担金の減額及び統廃合事業の推進によ

る資産減耗費、消費税及び地方消費税納付金の増額

などによるものです。 

 次に、４２７ページをご覧ください。資本的収入

は、事業費の精算による他会計補助金の減額及び受

益者負担金等の増額により、差引き６４３万５，０

００円を減額するものです。また、資本的支出につ

きましては、人件費の精算により１９万２，０００

円を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） お諮りします。本案は、原

案のとおり可決すべきものと決定してご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第３１号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時５５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時５５分 分科会再開 

○分科会長（清水  寛） 建設経済分科会を再開し

ます。 

 それでは、第４４号議案、令和４年度豊岡市一般

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 当局の説明は、組織順に、歳出、歳入の順でお願

いします。質疑については、課ごとに行います。討

論、表決については、２部で当議案の質疑が終了し

た後、一括して行います。 

 それではまず、日高振興局地域振興課分を説明願
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います。 

 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 追加議

案書１９ページをご覧ください。説明欄１つ目の大

きなくくりの３枠目、神鍋地域自然学校受入れ支援

事業費について、２００万円を計上しています。新

型コロナウイルス感染症により影響を受けている

神鍋高原で、市内小学校が自然学校を実施する場合

の宿泊やアクティビティー体験等の活動に対して

補助支援するというものです。本事業については、

本年度においても実施したところです。日高神鍋観

光協会を通じて、自然学校を受け入れた宿泊事業者

に補助支援する予定です。 

 続いて歳入について説明します。１３ページをご

覧ください。一番上のくくりの２枠目、地方創生臨

時交付金のうち、２００万円が日高振興局分です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、出石振興局地域振興課分を説明願います。 

 川﨑参事。 

○出石振興局地域振興課参事（川﨑  隆） １９ペ

ージをご覧ください。一番上のくくり、４段目にあ

ります観光施設管理費でございます。設計委託料と

整備工事費として、合わせて１，０００万円を計上

しております。これは出石地域にあります３か所の

公衆トイレの改修です。新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策強化のため、和式トイレを洋式トイレ

に、また、手洗い場を自動水栓等に改修を行うもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。 

午前９時５７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前９時５７分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） 建設経済委員会を再開しま

す。 

 以上で第１部の議案審査は終了いたしました。 

 この際、当局の皆さんからご発言はありませんか。 

 ないようですね。それでは、ここで本年度末をも

って退職される職員の方をご紹介します。 

 とは言ってもお休みなんですけど、但東振興局、

羽尻局長です。挨拶をいただきたいところですが、

お休みということですので、紹介のみとさせていた

だきます。長い間、本当にお疲れさまでした。また、

一日も早いご回復を祈念いたします。今後のご健勝

とご活躍をお祈りいたします。 

 それでは、当局の皆さんはここで退席していただ

いて結構です。 

 ここで建設経済委員会を暫時休憩します。再開は

１０時１０分。 

午前 ９時５８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時０８分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） それでは、休憩前に引き続

き建設経済委員会を再開いたします。 

 本日は、昨日の委員会に引き続き、審査日程表の

とおり議案の審査を行います。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当局の出席を２部に分けて審査を行います。そのた

め、議案番号順の審査とならないことをあらかじめ

ご了承ください。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に

行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協力をお

願いいたします。 

 それでは、第６号議案、豊岡市立玄武洞公園の指

定管理者の指定期間変更についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） 議案書の２９ペー
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ジをご覧ください。第６号議案、豊岡市立玄武洞公

園の指定管理者の指定期間の変更について説明を

いたします。 

 本案は、令和３年１２月２７日に議決いただいた

第１３８号議案に係る豊岡市立玄武洞公園の指定

管理者の指定期間を変更するもので、地方自治法の

規定によりまして議会の議決を求めるものです。 

 詳細につきましては、本会議で説明させていただ

いていますが、本年４月のリニューアルに向けて工

事を進めておりましたけれども、年末年始の大雪の

影響を受けたことに伴いまして、隣地で工事が進め

られております県道改良工事との工程調査を行っ

た結果、年度内での工事完成は難しい状況になった

ことによるものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） １点だけ、すみません。有料

化に向けてということで、何かガイドの件でちょっ

と何かもめているようなちらっとお聞きしたです

けど、そういうのはどうなんかなと思って、その辺

だけちょっとお聞きできたらなと思います。 

○委員長（清水  寛） 谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） 市としてはもめて

いる認識はないんですけれども、先方様にはいろい

ろ思うところがあるというふうには聞いておりま

す。 

 玄武洞ガイドクラブは長年玄武洞で活動してい

ただいていて、それについては敬意を表しつつ、前

もって来年度からの有料化に伴う指定管理という

制度が始まるという情報も共有しながら、ただ、そ

のガイドをしてきたということだけではなかなか

難しいですよと。適正に管理する総合力が問われる

ので、そういった体制をぜひ組んでほしいと。さら

に、大交流課が審査をするものでないので、第三者

的な視点で評価をされるので、そこに向けて準備を

してほしいということは事前からずっと調整して

きたつもりではいるんですけれども、自分たちがや

ってきたことに対する自負と、それから世界審査を

控えた自分たちの存在価値といいますか、意義とい

うものを見出されていて、我々のアドバイスにのっ

とった体制を築けなかったというところで、総合的

に評価がちょっと落ちたんだというふうに聞いて

います。 

○委員（竹中  理） 了解しました。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第６号議案は、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 次に、第１９号議案、豊岡市中小企業振興基本条

例制定についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） それでは、議案書の

１０９ページをご覧ください。第１９号議案、豊岡

市中小企業振興基本条例の制定についてご説明を

いたします。 

 本案は、中小企業の振興に関する基本理念を定め

て、市及び関係者の役割を明らかにすることで中小

企業の振興を図っていこうという目的で制定をす

るものです。 

 内容につきましては、本会議でご説明したとおり

ですが、若干補足説明をさせていただきます。１１

１ページに条例案を掲載しておりますが、前文がご

ざいまして、今回の新型コロナウイルス感染症のパ

ンデミックを受けて、本市経済、それから市民の暮

らしというものが危機に直面する中で、そういった
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中でこそ市と経済団体、それから金融機関等が互い

に連携をするという姿勢が深まり、まちぐるみで危

機的状況に立ち向かってきた、今も立ち向かってい

るという状況があります。 

 特に、人が動かない中で、市民に域内の消費喚起

策というのをお願いをしまして、非常にその応援の

輪に加わっていただいたことで地域経済を支えて

きたということがありましたので、全てのステーク

ホルダーが一緒になって経済を振興していくとい

う姿勢を今後も引き続き継続していきたいという

決意、それから、それは市内の事業者の９９％以上

を占める中小企業・小規模企業者の振興を柱として

やっていくべきだというふうな思いから、今回基本

条例という形で制定をしたいと思っているもので

す。 

 条例の中身自体は非常にシンプルなもので、理念

と関係者の役割、それから市の施策の基本方針、こ

ういったところを定めたものです。もう一つだけ、

附則で、豊岡市商業者等によるまちづくり推進条例

というのを今回、逆に廃止をする形にしています。

この条例は、２０１５年度につくられたものですけ

れども、特に商業者、小売業、サービス業、その他

商業ということを対象にしてつくられた条例でし

て、当時、大規模小売店等が進出してくる中で、地

域の商工団体、それから事業者と積極的にコミュニ

ケーションを取りながら進めていきましょうとい

うふうなことを定めるためにつくったものでして、

この中に商工団体にも加入してくださいですとか、

各商工業者の役割みたいなことも書かれているん

ですけれども、そういったものを今回は中小企業・

小規模企業という形で広げて、包含する形で条例を

つくりましたので、この商業者等によるまちづくり

推進条例は、もう役割を終えたということで廃止を

するという形にさせていただきました。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 昨日ちょっと言いかけました

市内の企業３，７６７の内訳として、小規模の企業

が３，３１５、中規模が４４９、大規模が３社と以

前お答えいただきましたけど、この大企業というの

はどういう会社になるでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） 経済センサスの調査

では、具体的な企業名等が公表されていないのでち

ょっと分かりかねるところはあるんですけれども、

想像するに、１つは、例えば日高のフジテックさん

ですとか、あの規模の会社がそれに相当するのかな

というふうには思っています。ちょっとあと２つが

どこになるか、具体的にはお答えしかねますけれど

も、そういったレベルの会社だというふうに思って

おります。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） この経済ビジョンを策定され

るということですけども、経済ビジョン、ちょっと

抽象的で分からないですが、細かい計画までも、数

年にわたっての先々の計画までも、今年度というか、

２２年度に立てられるという感じでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） 経済ビジョンは、ま

さしくビジョンというふうなもので、方向性をしっ

かり定めるということになると思いますので、具体

的な計画というところまでは新年度落ちるかどう

かはちょっと分かりませんけれども、大きい方向に

向けてやるべき柱みたいなところまでは、しっかり

決めていきたいなというふうに思っています。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） 了解します。 

○委員長（清水  寛） ほかにありませんか。 

 石田委員。 

○委員（石田  清） これは、現在のコロナの影響

を受けて、それをどう克服していったかということ

を定着させようということだったんですが、どこか

参考にされた自治体の条例があるんでしょうか、そ

れをまず伺います。 

○委員長（清水  寛） 坂本部長。 
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○環境経済部長（坂本 成彦） 条例、各市町によっ

てスタイルが本当様々ありまして、今回は我々は理

念というところを重きを置いて策定しました。参考

にさせていただいたのは、宮城県の登米市というと

ころが、割と近い、最近制定をされていまして、こ

こが我々が思っているようなところと非常に思い

が似通っていましたので、柱として参考にさせてい

ただいた上で、前文は独自に豊岡の思いを込めて書

かせていただいたというふうなことです。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） こういう基本条例といいます

か、理念が前面に出てきますと、ちょっと抵抗があ

るところがありまして、この経済活動というのは、

インセンティブを働かせて回していくもんだとい

うふうな思いがあるんですけど、何々に協力しなけ

ればならないとか、それ個人の問題やろというよう

な感じが強く受けるのと、それからそこまでして制

定をする意味、といいますのが、この条例、こうい

う基本条例があることによってどう変わるのかと

いうことを。先ほどは、もう今の状態を定着させて、

やり方を記録するんだというような意味合いが強

いというような話ありましたけれども、この条例が

あることによってどう変わるというふうに思って

おられるのか、ちょっとお聞きします。 

○委員長（清水  寛） 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） そもそも議会答弁で

もさせていただきましたけれども、国が中小企業基

本法がある上に、さらに小規模企業の振興基本法と

いうものを２０１４年度ですか、につくりまして、

自治体にも同様の責務、振興策を総合的に策定して

実施していこうという法ができました。 

 それに基づいて、兵庫県のほうも中小企業の振興

に関する条例というのをつくって、市町にも同様の

責務をという流れになって、各市町でこれまでつく

られてきたという経過があります。要は中小企業・

小規模事業者をやっぱり振興することで、日本全体

の経済をよくしようという、こういう大きな流れの

中で市町でも条例が制定されてきました。 

 豊岡ではまだなのかという声があった中で、今回

つくることになった。そのきっかけがコロナを一つ

きっかけにして、こういうときだからこそ芽生えた

感情で、みんなで一生懸命、一致団結してやってい

きましょうというのにいいタイミングだろうとい

うことでつくったということがありますので、それ

は流れとしてバックボーンがあるということはご

理解いただきたいと思います。 

 何が変わるんだということですけども、大きく変

わることは実はないかもしれません。ただ、市とし

ては責務として、ここをしっかりやる、予算もつけ

るよう努力する、施策も打っていくので、皆さん、

ご協力してくださいと、こういう流れにしてますの

で、市としてはしっかりやることを言葉に出したと

いうことは、一つ進歩じゃないかなというふうに思

っています。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） あんまり言いたくないんです

けども、商工団体の加入者の増減にしても、それな

りの原因があってやっていることであって、入りな

さいと言って入るものではないんで、こういう基本

条例が本当に有効なのかどうかという感覚を受け

ます。したがって、この基本条例を制定した以後の

こともよく頭に入れてやっていただきたいと。私個

人としては、計画経済の臭いがします。よろしくな

いというふうに思っているんですが、そこまで人の

心の端のほうまで入られるならば、このことによっ

てどういう効果が生まれるのかということは、頭の

中に置いておかれたほうがというか、そうしてほし

いというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（清水  寛） 答弁はよろしいですか。 

○委員（石田  清） はい。 

○委員長（清水  寛） ほかにございませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 条例の在り方ですけど、つく

っただけでは確かに僕も意味がないというか、これ

を基にやはり市内の中小企業の振興が少しでも進

むようにしていただきたいですし、今言われたよう

に、何らかの押しつけのようなことにね、これが使
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われるようなことはもちろん当然あってはならな

いのは当然のことだと思いますんで、そういう形で

よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第１９号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時２４分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２４分 分科会再開 

○分科会長（清水  寛） ただいまから建設経済分

科会を再開いたします。 

 まず、第２２号議案、令和３年度豊岡市一般会計

補正予算（第２０号）を議題とします。 

 当局の説明は、出席部署の組織順に、歳出、歳入、

あれば繰越明許費、債務負担行為補正及び地方債補

正の順でお願いします。 

 質疑については、課ごとに行います。討論、表決

については、全ての課の説明及び質疑が終了次第、

行います。 

 それでは、まず、環境経済課から説明願います。 

 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） それでは、補正予算

書の１７３ページをご覧いただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 一番下の基金管理費のところの補正についてご

説明いたします。内容は、次の１７５ページに移り

ます。上から２つ目、地域振興基金積立金の１０８

万６，０００円の減額についてです。これにつきま

しては、ＧＣＦ、ガバメント・クラウドファンディ

ングで入ってきた非認知能力向上対策事業費に向

けた寄附、これを当該年度の事業に財源として充当

するために行うものでして、ＧＣＦで頂いた１５８

万円のうち、１０８万６，０００円を今年度の事業

に充当するということで、基金から減額をして充当

するということにしました。残りの５０万円につい

ては、地域振興基金に積み立てたままにしておいて、

次年度以降の事業に活用するという、そういうこと

にいたします。そのため一旦積んだ基金から１０８

万６，０００円を減額して現年度分に充当するとい

う、こういうことでございます。 

 それから、少し下りていただきまして、企業版ふ

るさと納税地方創生基金積立金というのがありま

して、これは８１０万円の増額ということになって

おります。これにつきましては、信金中央金庫から

頂きました寄附の１，０００万円のうち、継業バン

ク等の取組に本年度分に２００万円を充当いたし

まして、残りの８００万円、これに一般財源１０万

円を加えて８１０万円を積み立てするというもの

です。この企業版ふるさと納税、複数年度で頂いた

場合は、それ以上の額を積み立てなさいという総務

省の取決めがあるもんですから、１０万円を足して

８１０万円という形で今回積立てをさせていただ

いております。 

 続いて、同じページの一番下の枠で、地域おこし

協力隊推進事業費ですけれども、これは全体のうち

１，２４６万３，０００円の減額が環境経済課分の

不用額ということになります。 

 続いて、１８５ページに飛んでください。こちら

で特産振興事業費以下、環境経済課の事業が幾つか

ありますけれども、全て不用額を落とす、マイナス

するものです。 

 ２番目にあります企業誘致推進事業費について

だけは、マッチングイベント出展で５万円増額とい

うのがありますけれども、全体としては不用額を含

め、マイナスの減額補正ということになります。 

 続いて、１９３ページをお開きください。一番下
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にあります経済センサス調査の人件費、マイナス１

４６万円という減額補正です。これにつきましては、

まずは指導員の報酬について、報酬単価が増額され

ましたので６，０００円の増額ということになりま

すけれども、次のページの調査員の報酬で、コロナ

のこともあって調査員の人数がかなり減りました

ので、このマイナス、不用額ということも含めて、

全体で不用額の減額補正ということにいたしてお

ります。 

 続いて、２１１ページをお開きください。一番上

にあります若者定住促進事業費、これも不用額の減

額です。 

 続いて、２１９ページ、一番上から商工振興事業

費、これも補助金、交付金とありますけれども、実

績額に基づく不用額の減額をいたしております。そ

れから、次の産業用地整備事業費についても不用額

の減額です。 

 続いて、歳入に移りますので、１５７ページをお

開きください。下から４つ目の段になりますけども、

経済センサス調査事務委託金、これは先ほど申しま

した人件費の減による、委託金の併せての減という

ことになります。 

 それから、１６１ページをご覧ください。一番上

にあります企業版ふるさと応援寄附金を２００万

円減額ということにいたしておりますけれども、こ

れについてはちょっと実績を申し上げます。企業版

ふるさと納税で頂いたものとして、大交流課が４７

０万円、ジェンダーギャップ対策室の事業に３０万

円、それから環境経済課で、先ほど言いました信金

中金から１，０００万円ということで、全体で１，

５００万円の寄附金を頂きました。当初予算として

１，７００万円を上げておりましたので、今回２０

０万円の減額ということにいたしております。 

 それからもう一つ、１３４ページをお開きくださ

い。繰越明許がございます。上から５段目になりま

すか、商工費の商工振興事業として２，０００万円

を繰越補正ということにいたしております。内訳と

しましては、Ｒｅｆｏｒｍ豊岡の分で工事が終わら

ないというふうに見込んだものが予算として１，０

００万円、それからもう一つは、ステップアップ＋

の補助金で、事情により工事が新年度にずれ込みそ

うだというふうなところで１，０００万円の繰越し

をいたしております。合わせて２，０００万円とい

うことにいたしております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、大交流課、お願いします。 

 谷口部参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） １７５ページをご

覧ください。城崎国際アートセンターの管理費、そ

れから下段の地域おこし協力隊事業費のうちの大

交流課分につきまして、これも実績に基づく不用額

の減額になります。 

 次が、１８５ページをお開きください。いずれも

不用額による減額なんですけれども、主立ったもの

をちょっとご説明させていただきますと、下から５

事業、観光事業費ですけれども、豊岡ツーリズム協

議会への補助金のうちの減額ですが、メディア招聘

で予算を確保してきましたけれども、コロナ禍によ

りまして、メディアの招聘の数が少なかったという

ことで減額になります。 

 それから、豊岡市ワーケーション推進事業費です

けれども、これにつきましても予算額１，０００万

円確保してきましたが、１２月に一度、減額補正を

し、さらに事業実績に基づいて不用額を減額するも

のです。 

 それから、その下の海外戦略推進事業費の海外プ

ロモーション事業ですが、これにつきましては、水

際対策が解除されるということを前提に、１２月補

正で予算を認めていただいたんですが、オミクロン

が長引き、観光目的の入国もまだ再開されておりま

せんので、事業を実施せずに不用額を補正させてい

ただくものです。 

 それから、その下の下、豊岡演劇祭協同開催事業

費です。負担金として５，４００万円の予算をいた
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だいておりましたけども、事業が開催できませんで

したので、負担部分のうち２，０２２万４，０００

円について不用額で減額させていただきます。 

 それから１８７ページですけれども、一番上段の

文化と教育の先端自治体連合事業費、それから最下

段の豊岡スマートコミュニティ推進事業費につき

ましては、不用額の減額でございます。 

 それから２１９ページまで飛んでいただけます

でしょうか。いずれも不用額による減額なんですけ

れども、中段の観光事業費のうち、観光地魅力強化

事業につきましては、結果として５件の補助させて

いただいて、不用額について減額させていただくも

のです。 

 次に、歳入のほうに移らせていただきます。１４

７ページですけれども、城崎国際アートセンター使

用料、それから温泉使用料ですけれども、いずれも

コロナの影響によりまして当初予算の収入見込み

がありませんので、実績に基づいて収入の減額をさ

せていただいております。 

 それから１６１ページの企業版ふるさと応援寄

附金につきましては、先ほど坂本部長からの説明の

とおりでございます。 

 次に、繰越明許補正のほうですけれども、資料の

１３４ページをお開きください。７、商工費のうち

の玄武洞公園整備事業費ですけれども、当初１億８，

３０６万１，０００円の工事を見込んでおりました

けども、先ほど説明させていただいたとおり、今年

度中の事業完了が見込めない状況になりましたの

で、そのうち１億２，５８８万１，０００円につき

まして、繰越しをさせていただきたいというふうに

考えてございます。 

 それから最後に、債務負担のほうですけれども、

１３６ページをお開きください。下段の変更のとこ

ろです。玄武洞公園指定管理料です。こちらも先ほ

どご説明させていただいたとおり、工事の繰越しに

伴いまして指定管理期間が変更になりましたので、

債務負担行為につきまして補正をさせていただく

ものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） １点だけ聞かせてください。

ちょっと待ってくださいよ、どこだったいな、１４

７ページだったと思うんですけど、ちょっと待って

くださいね。すみません、城崎アートセンターの使

用料の減額があるんですけど、この使用料って、ど

れぐらいで想定されておったのか、ちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○分科会長（清水  寛） 谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） ２０１６から２０

１９で軒並み、大体１５０万円ぐらいです、年間、

それが３０万円ぐらいに落ち込んでいるというよ

うな実績になっています。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） この年間１５０万円、２０１

６年から２０１９年で年間１５０万円ということ

でしたけど、この使用料の内訳ってどんなもんです

かね。何か説明、今まで受けたことありましたでし

ょうか、どうですか。 

○分科会長（清水  寛） 谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） 主なものは、例え

ば私鉄総連の労組の大会ですとか城崎の敬老会で

すとか、それから解放同盟の全国大会だとかってい

う、毎年行われる大きな大会があります。そのほか

に、一般的な方々のスタジオの使用料ですとかホー

ルの使用料が計上されております。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） はい、了解しました。 

 ほんで、もう１点だけ聞かせてください。今度、

海外からの公演や何かのときに、一部寄附みたいな

格好で使用料を求めるというような考えがあると

いうことを、市長だったかな、何か答弁されておっ

たと思うんですけども、そういう内容が分かればち

ょっと教えていただきたいと思います。 

○分科会長（清水  寛） 谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） 城崎国際アートセ

ンターの滞在アーティストに対して、負担を求める
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べきだという議論がずっとありまして、去年の議会

の中で、市長が替わって、一定負担を求める方向で

検討したいということで答弁をさせていただきま

した。その後、庁内でいろいろ検討する中で、どう

いう名目でお幾らぐらい負担いただくのがいいだ

ろうっていう議論をする中で、一つは使用料として

きちっと明記をして条例を変えるという方法で。た

だ、これは、城崎国際アートセンターの、市として

の運営の理念に少し反するんじゃないかという議

論があって、その中から寄附を強要すると、それ、

地方財政法上のあれがあるので、もう任意性の高い

寄附として、滞在アーティストだけではなくって市

内外の多くの方々に、その国際アートセンター事業

に応援をしてほしいというような形で寄附を募る。

そのことを滞在アーティストにお伝えをし、理解を

してもらう中で、滞在アーティストにもご協力をい

ただこうということで今、整理をいたしてるところ

です。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 了解しました。 

○分科会長（清水  寛） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） いいですか。それでは、

質疑を打ち切ります。 

 続いて、農林水産課お願いします。 

 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、私のほう

から説明をさせていただきますけれども、まず、１

７４ページをご覧ください。１７４ページ、１７５

ページになります。今回の補正予算につきましては、

減額するものは事業実績、執行見込みを踏まえて整

理するものになります。また、増額するものは、主

に国の補正予算に関連して対応するものになりま

す。特に説明すべきものに限り説明をし、その他の

ものは割愛をさせていただきますので、ご了承くだ

さい。 

 １７５ページの上の段です。上から６番目、基金

管理費でございますけれども、森林環境基金積立金

３７万４，０００円の増額です。こちらは、森林環

境譲与税を財源とした事業の執行見込み、また、税

そのものの配分額の決定を踏まえ、基金額を変更す

るものでございます。 

 続きまして、２１１ページに移ってください。下

の囲みの農林水産業費です。３段目の一番上の項目、

農業振興事業費は９２９万円の減額になります。そ

の中で増額するものとしましては、補助金の担い手

確保・経営強化支援事業費７２５万円があります。

これは、国の補正予算に伴い、農業経営体の農業用

機械導入に支援するものになります。国の補助率は

２分の１以内、県、市を通しての交付となります。

こちらの事業は来年度に繰越しをしての実施を予

定しております。 

 その下、特産物集出荷施設整備事業費１，００８

万９，０００円の減額は、ＪＡたじまのピーマン選

果場の移設整備に係るものでございます。本年度、

来年度との２か年の事業計画となっておりまして、

年度間の補助対象経費の変更に伴い、減額をさせて

いただきますけれども、支援の総額は変わりません。

来年度の予算の分に上乗せをして対応するという

ふうな状況でございます。 

 続きまして、２１３ページに移っていただきたい

と思います。そのページの下の段でございます。上

から２つ目の項目、農業用施設管理費は１，１７１

万２，０００円の減額です。田鶴野排水路の整備事

業計画策定業務が１６９万円増額となりますけれ

ども、清滝農免農道の法面安全対策に係る調査設計、

神美トンネルの照明設備の改修、ＬＥＤ化の工事な

どの入札減によって、全体では減額となっておりま

す。 

 その下、基盤整備促進事業費は７，０６０万４，

０００円の増額です。内町地区の農地整備事業に係

る増額は、真ん中辺りの投資委託料１８０万円、４

行下の整備工事費５，０００万円、その下、負担金

の内数として８４０万円となりますけれども、この

分が内町の農地整備事業費等に関連したものにな

ります。その他の増額としましては、県で実施をし

ていただいてる工事に係る負担金を、市のほうでお

支払いをしておりますけれども、五条大橋の耐震化
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の分で７２０万円、蓼川大橋の塗装の関係の工事分

として２９１万１，０００円、下鶴井地区の農地整

備事業分として１１２万５，０００円の増額をして

おります。こちらは、国の補正予算等を受けて増額

となるものでございます。 

 続きまして、２１５ページをご覧ください。２段

目、ポンプ場管理費は９９万７，０００円の増額に

なります。一日市排水機場、田鶴野排水機場などの

執行見込みを整理し、増額をさせていただくもので

ございます。増額の要因は、昨年８月の豪雨等によ

り、ポンプの稼働時間が増えたことなどによるもの

でございます。 

 続きまして、２１５ページをご覧ください。林業

費になります。下段の市行造林事業費２，２４５万

８，０００円の減、２１７ページのほうに移ってい

ただきまして、上の囲みになります。４行目、森林

管理１００％作戦推進事業費１，３５８万８，００

０円の減、その下３つ目、緊急防災林整備事業費２，

１７８万３，０００円の減、その２つ下、混交林整

備事業費１，４５４万２，０００円の減となってい

ます。これらは、市の事業要望に対する県からの配

分額が減ったということもありますけれども、事業

者の職員が減ったというふうな状況もございまし

て、事業量の減少につながっております。そのため

の減額というのが大きな要素でございます。担当課

としましても、林業従事者の確保に向けては課題で

あるというふうに認識をしておりますので、今後も

支援を強化していきたいと考えてるところでござ

います。 

 その囲みの上から８行目、治山事業費については、

内数で、防災対策工事の２８０万８，０００円の減

額が農林水産課分となります。実行見込みによる減

額となります。 

 ２４５ページのほうに移ってください。上の囲み

になります。災害復旧費の農地農業用施設災害復旧

事業費２，０７５万２，０００円の減額です。昨年

８月の豪雨による災害の復旧工事分となります。災

害査定の結果を踏まえ、国への申請、事業発注を行

い、不用額について減額するものでございます。 

 続いて、歳入のほうに移ります。１４７ページを

ご覧ください。上の囲み、分担金の一番目でござい

ます。農業費分担金の基盤整備事業費分担金６２万

５，０００円の増額は、下鶴井の農事整備事業に伴

う地元分担金ということになります。 

 その３つ下、農地農業用施設災害復旧事業分担金

２４万８，０００円の増額は、先ほどの歳出で説明

しました復旧事業に係る農家負担分ということに

なります。災害査定を経て事業費がほぼ確定したこ

とから、計上させていただいております。 

 １５７ページに移ってください。県支出金の県補

助金、上の囲みの３行目です。農村地域防災・減災

事業費補助金１４３万６，０００円の増額は、歳出

でも説明しました田鶴野排水路整備事業計画策定

業務の増額分に充てるものと、一日市排水機場修繕

計画策定業務の減額を整理して、そこに上げてる金

額でございます。 

 ７行目、担い手確保・経営強化支援交付金７２５

万円は、農業経営体の農業用機械導入に係る国庫補

助分の歳入となります。 

 次は下の囲み、委託金の３段目、基盤整備促進事

業委託金５，７０９万２，０００円の増額は、内町

地区の農地整備事業に係るものでございます。この

事業は県営事業ですけれども、市のほうが事業受託

をして行うというふうなことで、国の補正予算に伴

う予算も含めて事業進捗分を整理して、増額の委託

金を歳入するところでございます。 

 １５９ページのほうに移ってください。下の囲み、

財産収入の２段目、立ち木売払い収入８８万５，０

００円の増額は、市行造林の間伐事業によって得た

収入というふうなことになります。 

 １６７ページのほうに移ってください。市債にな

ります。真ん中辺りの農業債１，２８０万円の増額、

その下、林業債４２０万円の減額、１６９ページの

ほうに移っていただきまして、農林水産業施設災害

復旧債７８０万円の減額は、それぞれ記載のものに

ついて事業執行を踏まえた補正ということになり

ます。 

 １３４ページのほうに移っていただきたいと思
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います。繰越明許費の補正でございます。上から３

段目、農業費の中の基盤整備促進事業は、内町地区

の農地整備事業について国の補正予算に伴うもの

で、新年度の事業執行として５，２００万円を繰越

しする予定にしております。 

 １３５ページ上の囲みの一番下でございます。農

地農業用施設災害復旧事業債は、昨年の８月豪雨に

よる災害復旧工事４件について、工事発注が１月と

なったことから、年度内完了が困難となり、６７５

万２，０００円を繰り越しするものでございます。

変更分としまして、農業振興費は、国の補正予算に

伴う担い手確保・経営強化支援事業費７２５万円を、

新年度に繰り越して事業実施することから、これを

追加して総額３，６２８万５，０００円とするもの

でございます。 

 １３６ページのほうに移っていただきまして、債

務負担行為の補正でございます。まず、廃止の項目

ですけれども、農業経営基盤強化資金利子補給事業

は、本年度の借入者で利子補給の対象となる案件が

ないため、廃止をするものでございます。 

 次に、変更です。一番上、農業者用の美しい村づ

くり資金利子補給事業は８２万４，０００円に、次

の漁業者用の豊かな海づくり資金利子補給事業は

８３万４，０００円に変更するもので、共に新型コ

ロナウイルス感染症の影響による本年度の借入実

績に基づき、変更するものでございます。 

 次に、１３７ページをご覧ください。地方債補正

になります。今回の各事業費の補正を踏まえ、変更

分でございますけれども、上から９行目、土地改良

事業費は全体で１，２８０万円増額の９，５８０万

円に変更、１７行目の治山事業費は４２０万円減額

の１，８９０万円に変更するものでございます。 

 農林水産課からは以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、コウノトリ共生課お願いします。 

 コウノトリ共生課、宮下課長。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） これから説明

しますコウノトリ共生課分につきましても、歳出、

歳入とも全て事業実績を勘案しまして精査した後

の不用額の減額となります。 

 それでは、１７９ページをお開きください。上段

から順に説明してまいります。まず、コウノトリ野

生復帰推進事業費です。環境省の野生動物観光促進

事業のうち、インフルエンサーを通じまして行う予

定だった海外情報発信業務、これが、新型コロナ感

染症の終息が見通せず断念することになりました

ので、不用額を減額しています。 

 次に、ラムサール条約関連事業費です。東京都が

主催しまして、全国のラムサール条約登録湿地が出

展を予定していました湿地の恵み展という企画展

が中止となりまして、不用額を減額するものです。 

 次に、生物多様性推進事業費です。新型コロナ感

染症の拡大は市民活動に影響を与えたというふう

に考えておりますけども、小さな自然再生活動の補

助申請が減少したこと等による不用額を減額して

います。 

 コウノトリ未来・国際かいぎ開催事業費です。豊

岡稽古堂でコウノトリ未来・国際かいぎと同時開催

しましたがっせぇアート特別展、このイベントの精

算による不用額を減額しています。 

 最後に、コウノトリ次世代育成事業及び加陽水辺

公園管理費です。それぞれ予定しておりました自然

体験活動が、コロナ禍の自粛ムードによって開催で

きなくなったことにより不用額を減額しています。 

 続きまして、歳入を説明いたします。１５１ペー

ジをお開きください。中ほど野生動物観光促進事業

費補助金です。先ほど歳出で説明しました環境省の

補助金減額分です。 

 １６１ページをお開きください。コウノトリ基金

繰入金です。歳出で減額しました事業へ充当してい

た分につきまして、減額しています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、地籍調査課お願いいたします。 

 依田課長。 

○地籍調査課長（依田 隆司） ２１５ページをご覧

ください。補正理由としましては、事業費の精査を

行うとともに、事業進捗を図るため、予算を早期に

確保すべく、県の補助金交付調整額及び国の補正予

算を受け入れ、増額補正するものです。 

 歳出は、説明欄上段の地籍調査事業費が３，７６

２万３，０００円の増額となります。主な費用です

が、業務委託料の地籍調査業務で３，０９５万９，

０００円を増額します。補正に伴います調査の概要

ですが、地籍調査は一つの区域を３年で実施します。

１年目の法務局の公図や登記簿の事前調査などで

宮井、中陰、森津の３地区、０．７９平方キロメー

トル、２年目の現地立会い調査としまして福田、中

陰、竹野町坊岡、それと竹野町坊岡の４地区、０．

７３平方キロメートル、３年目の成果の閲覧としま

して宮井、高屋、福田の３地区、１．３５平方キロ

メートル、これらの合計１０地区、２．８７平方キ

ロメートルをそれぞれ追加調査するものでござい

ます。 

 次に、歳入です。１５５ページをご覧ください。

下段辺りの農業費補助金、説明欄の下から３行目、

地籍調査事業費補助金で２，９８６万８，０００円

を増額しています。 

 次に、繰越明許費です。１３４ページをご覧くだ

さい。４行目の農林水産業費の地籍調査事業６，６

２４万４，０００円を繰り越しするものです。理由

としましては、県の補助金交付調整分及び国の補正

予算を受け入れましたが、事業着手が年度末近くと

なりますので、年度内での事業完了が困難なため、

繰越しを行うものです。繰り越しします地区数とし

ましては、今回補正増となる１０地区と１２月の補

正しました２地区の合計１２地区を繰り越しする

ものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、建設課お願いします。 

 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 建設課の補正につきまし

ても、基本的には精算見込みに伴います補正となり

ます。 

 それでは、２２０ページ、２２１ページをご覧く

ださい。土木費の土木管理費、土木総務費になりま

す。２２１ページの説明欄ですが、土木総務費につ

きましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い

ます、会議等はリモート開催あるいは中止になった

ことなどによります旅費等の精算ということで、４

４万８，０００円の減額とさせていただいておりま

す。 

 その下です。急傾斜地崩壊対策事業費です。これ

につきましても、県の急傾斜地崩壊対策事業の事業

内容変更に伴います市負担額の減額３１万８，００

０円、それからあわせまして、令和元年度事業の精

算に伴います地元への還付金ということで９６万

１，０００円の増額を合わせまして、全体として６

４万３，０００円の増額となっております。 

 その下の欄です。用地対策事業費です。これにつ

きましても、新型コロナウイルス感染拡大に伴いま

す研修等の中止によりまして９万５，０００円の減

額としております。 

 それから、その下の排水機樋門管理費です。これ

につきましては、補修工事費の減額ということで、

まず江原樋管につきましては、これは補修工法の見

直しを行いまして、これで減額７８０万円の減額、

それから宮島排水ポンプの修繕工事ですが、これは

精算見込みということで６８０万円の不用額の減

額ということで、合わせまして１，４６０万円の減

額とさせていただいております。 

 続きまして、２２２ページ、２２３ページをご覧

ください。２２３ページの一番上の説明欄ですが、

道路橋りょう総務費、こちらもコロナの関係で出張

等の中止、それから業務委託料ということで道路台

帳の更新業務、これの精算ということで、合わせま
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して８５万円の減額としております。 

 それから、その下の道路維持費につきましては、

２２２ページの特定財源の財源更正ということで

す。 

 それから次の橋りょう長寿命化事業費ですが、こ

ちらにつきましては、投資委託料で、詳細設計の精

算ということで６４４万７，０００円の減額、それ

から補修工事につきましては、こちらも精算見込み

ということで３５５万３，０００円、合わせまして

事業全体で１，０００万円の減額とさせていただい

ております。 

 続きまして、その下の表ですが、河川総務費にな

ります。河川改良事業費のうちの補助金ということ

で、普通河川浚渫事業費ですが、こちらにつきまし

ては、普通河川の浚渫補助事業におきまして、交付

決定後に事情により事業を中止された案件が２件

ありましたので、その２件分に相当します１００万

円の減額をさせていただいております。 

 それから一番下の表ですが、港湾管理費の中の海

岸環境整備事業費です。これは、県から委託を受け

まして海岸の清掃であったりを行っておりますが、

今年度につきましては、台風等大きな被害がありま

せんでしたので、漂着物の処分などがなかったとい

うことで、全体で４３５万２，０００円の減額とさ

せていただいております。 

 歳出は以上で、次は歳入に行かせていただきます。

１４６、１４７ページをお開きください。１４７ペ

ージの一番上の表ですが、分担金の上から３つ目の

欄になります。土木管理費分担金ということで急傾

斜地崩壊対策事業費分担金、これは、２０２１年度

の県の急傾斜崩壊対策事業に伴います地元からの

分担金、精算によりまして２０万４，０００円の増

額というふうになります。 

 それから次に、１５２、１５３ページになります

が、上の表の国庫補助金の中の２番目の欄になりま

すが、土木費国庫補助金の道路橋りょう費補助金と

いうことで、説明欄でいきますと道路メンテナンス

事業費補助金ということになりますが、これにつき

ましては、補助事業の精算見込みに伴います補助金

の振替ということで、道路維持事業費から橋りょう

長寿命化事業費へ１０８万５，０００円を振り替え

ておるということで、トータル的には差引きゼロと

いうことになっております。 

 続きまして、１５６、１５７ページをご覧くださ

い。下の表になりますが、県の支出金の委託金にな

ります。下から２つ目の表ですが、土木費の委託金

の土木管理費委託金ということで、公共用地取得事

務委託金ということで２０４万７，０００円の減額

をしております。これにつきましては、県から県道

の改良事業に伴う用地取得事務を受託していまし

たが、事業が次年度以降に先送りになったというこ

とで、この委託金が入ってこないということで減額

をさせていただいております。 

 それから、その下の海岸環境整備事業委託金は、

先ほどの海岸環境事業の減額補正に合わせた形で

の委託金の減額とさせていただいております。 

 続きまして、１６６、１６７ページをご覧くださ

い。市債になります。市債の１６７ページの下から

４つ目の欄になりますが、土木管理債いうことで、

急傾斜地崩壊対策事業債ということで補正に伴い

ます減額４０万円、それから土木管理事業債につき

ましては、歳出の減額補正に伴います江原樋管、宮

島排水ポンプということで、合わせて１，４６０万

円の減額、それからその下の欄になりますが、道路

橋梁債ということで道路整備事業債につきまして

は、道路維持事業精算見込みに伴います減額という

ことで５５０万円、それから、その下ですが、橋り

ょう整備事業債、橋りょう長寿命化事業ということ

で、これも精算見込みに伴います増額ということで

１６０万円の増額となっております。 

 続きまして、繰越明許費の補正です。１３４ペー

ジをご覧ください。建設課分ということで、１３４

ページの土木費の土木管理費、それから道路橋りょ

う費、それから河川費ということで上げさせていた

だいております。まず、土木総務費ですが、５５０

万円ということで上げさせていただいております

が、これは小河江地区の土砂受入れ地の整備工事と

いうことで、地元調整に不測の日数を要したという
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ことで上げさせていただいておりますが、何とか今

の現状では、年度内に完了しそうだということで把

握させていただいております。 

 それから、その下の内水処理事業ですが、これに

つきましては、仮称福田排水機場の整備事業をやっ

ておりますが、国交省との河川の様々な協議、これ

らに不測の日数を要したということで、１億６１６

万円の繰越しをさせていただいております。 

 それから、その下の排水機樋門管理費ですが、３，

２００万円ですが、これは現在、修繕工事をしてお

ります宮島の排水ポンプの関係で、故障箇所の特定

であったり、部材、ステンレス製の羽根車等に今、

製作しておりますが、これに不測の日数を要したと

いうことで繰越しをさせていただいております。た

だし、出水期が６月から始まりますので、それまで

にはきちんと修繕して現地に据え付けるというこ

とで今進めております。 

 次に、その下の道路橋りょう費です。まず、道路

維持事業ということで１億４，０１４万２，０００

円ですが、これは、まず日高の浅倉のロックシェッ

ドの補修工事ということで、これも交通誘導員の確

保の問題等で、繰越しということにさせていただい

ております。次に、駅東西連絡橋の補修工事、これ

は今アイティから駅西までの通路の部分ですが、こ

れにつきましては、ＪＲをまたぐ連絡橋ということ

で、ＪＲ西日本との近接工事協議ということで繰越

しをさせていただいております。それから道路補修

工事ということで、城崎の第５樋管の排水ポンプで

あったり、但東、中山虫生線、それから側溝修繕工

事では、加陽の加陽高縄手線、それから市内の本町

大門線、それから新田の江本東線、それから舗装修

繕では高屋戸牧線、城崎の来日山線、それから、こ

れらにつきましては地元等の協議ということで、繰

越しということでさせていただいております。 

 それから、その下の市道、市単独事業ですが、４

００万円です。これは、市道の堀・府市場西線の道

路改良工事ということで、これも地元等との調整と

いうことで繰越しをさせていただいております。 

 それから、その下の池上日吉線道路改良事業、こ

ちらもＪＲとの近接区間がありますので、それらの

協議ということで繰越しをさせていただいており

ます。 

 それから、その下ですが、城崎の風早線の道路改

良事業、これにつきましては、県道工事、城崎大橋

の工事との調整ということで繰越しをさせていた

だいております。 

 それから、その下の橋りょう長寿命化事業ですが、

こちらにつきましては、総額で１億７，５７８万円

ということで、補修工事で２３橋、それから補修設

計で６橋ということで繰越しを予定をしておりま

す。橋梁につきましては、どうしても６月から１０

月は出水期ということがありますので、実質工事の

期間が１１月からということになります。特に塗装

であったりの工事につきましては、気温だとか湿度

等により工事ができないというようなこともあり

ます。今年は雪が多かったということもあって、そ

れらの理由で繰越しをさせていただくということ

になります。 

 それから、その下の栃江橋整備事業、それから上

野橋整備事業につきましても、これも橋梁工事です

ので、先ほど橋りょう長寿命化事業と同様に出水期

であったり、河川管理者等の協議によって繰越しと

いうことにさせていただいております。 

 それから、その下の雪害対策事業費ですが、これ

は城崎の湯島桃島線の消雪施設の修繕工事ですが、

これも調整に時間かかっておりましたが、これにつ

きましては、何とか今、現場も完成したと聞いてお

りますので、年度内で行けそうな予定としておりま

す。 

 それから、その下ですが、生活道路排水路整備事

業、これにつきましては、出石の平田川の河川補修

工事、それから但東の出合市場の生活排水路という

ことで、県の砂防工事との調整があったり、地元等

の調整ということで繰越しをさせていただく予定

としております。 

 それから最後ですが、河川改良事業っていうこと

で、日高の東河内の平田川、これにつきましては神

鍋のほうですので、積雪等というようなことはあり
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まして、繰越しということでさせて今、予定をして

おります。 

 続きまして、最後ですが、地方債になります。１

３７ページをご覧いただきたいと思います。地方債

補正の一番下の行になりますが、急傾斜地崩壊対策

事業費ということで、これも補正に伴います減額と

いうことで、４０万円の減額ということにしており

ます。 

 それから１ページめくっていただきまして、１３

８ページになりますが、一番上から土木管理事業費、

それから２つ下りまして道路整備事業費、それから

その下、橋梁整備事業費ということで、全て補正に

伴います地方債の限度額の補正ということですの

で、よろしくお願いいたします。 

 建設課からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと何点か聞かせてくだ

さい。 

 橋りょう長寿命化事業で今いろいろとやられて

おるんですけど、どれぐらいの年数のスパンで計画

を今現在やっておられて、どれぐらいな改修ができ

ておるでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 長寿命化計画につきまし

ては、基本的には全体っていうか、大きな計画でい

えば１００年規模の計画で１００年、今までは橋梁

っていうのは物すごく老朽化してから架け替えと

かっていうことでやってたんですが、それを５年に

１回点検することによって、少しの損傷のときに直

してしまえば、そのサイクルをずっと繰り返してい

けば、１００年間で実際かかる金額が７０％ぐらい

減額できるというような、そういう計画になってお

ります。 

 豊岡市は今１，２４９橋、市道であるんですが、

５年に１回の点検というのはもう法律で義務づけ

られてますんで、そのサイクルで点検をして、その

ときに４段階で判定するんです。１であれば健全、

２であれば少し傷んでます。３であれば傷んでるん

で、すぐ直したほうがいいです。４であれば、もう

通行止めしなさいっていうような段階になります

んで、今、理想的って言われてるのが２の段階で補

修していけば、それを繰り返していけば、長期、長

寿命化できるということになっておりますので、そ

れが理想なんですが、この制度が始まりましたのが

平成２７年度ぐらいからですので、今５年に１回点

検をしてまして、３判定の橋梁というのをどんどん

直していくということで進めております。当然３で

直して、１ぐらいになったとしてもまた５年後、１

０年後に点検したら２になったり、３になったりし

ますんで、そのサイクルの繰り返しということでや

っておりますので、今は一番お金のかかる時期じゃ

ないかなというふうに思っております。ですので、

これをずっと繰り返していって、それはだんだんと

年間のかかる費用っていうのが下がっていくとい

う、そういうことで今進めておるところです。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 長寿命化ということで、それ

は法律で５年に決まっとるということで、それは確

実に履行していただいて、ぜひ継続してやっていた

だきたいと思います。 

 基本的なことの確認なんですけど、河川工事は、

６月１５日から１０月２０日まで出水期がありま

すので、それ以外しかできないんで、上部工や何か

でもその出水期ではできないんですか。 

○分科会長（清水  寛） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 上部工、橋の橋面、橋の

面、橋面だけの舗装だとか補修ぐらいだったらでき

るんですけど、例えば上部工でも下から補修する場

合って足場を設けますんで、その足場を設けること

自体がやっぱり河川の断面を侵すということにな

りますので、上部工でもその工事の仕方によっては

出水期に入ってしまうということになるので、国の

ほうは６月１５から１０月２０日なんですが、県の

ほうの出水期は６月１日から１０月３１日までと

いうふうに言われておりますんで、結構、県河川に

かかってる橋梁も多いんで、実質６月から１０月ま
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ではできないっていうことで進めております。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今言われましたように国交省

の分と県と出水期が違ういうことで、それぞれの河

川に応じて対応されているということなんですか。 

○分科会長（清水  寛） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） はい、そうですね。それ

ぞれ協議をして届けっていうか、協議書を出した上

で許可をいただいて工事しておりますので、そうい

うふうな対応をしております。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 上部工は、もう河川敷とか河

川に足場がかかるんだったら当然あかんですけど

ね、上部工で、基本的に聞きたいんだけど、上のほ

うでスライドして工事や何かする部分は全然、河川

や何かは何も影響しませんね、そんなんができるん

か。それとも堤外側、民地側言いますんかね、そう

いうのの工事も何かされてないような気がするん

だけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 何か出していくやつです

ね、ずっと。それもちょっと豊岡市ではそういう工

事がないんで、あまり分からないんですけど、それ

も工法によっては何らかの支障がある場合があり

ます。ちょっとその辺りは実際協議になるんかなと

思いますけどね。 

 あと川裏側も、基本的には堤防の裏ののり尻ぐら

いまでが河川区域と言われる区域になってますん

で、一般的には河川区域を河川の出水期間に掘削し

たりっていうことはできないので、なかなか川の裏

側から堤防、掘ってもということにはならないとい

うのが現状です。 

○分科会長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 川裏側が結局、堤外側になる

んですよね。そっちのほうは工事してもろて、別に

問題ないかなと思うけど、その辺も止まっちゃった

のがよく見受けられるんで、どうかなと思ってお聞

きしました。以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 続いて、都市整備課お願いします。 

 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） それでは、都市整備

課の説明は入りますが、特に地方創生臨時交付金、

国の経済対策補正事業といった大きく増減がある

ものを中心に説明させていただきます。 

 なお、少額な精算見込み等によります不用額の補

正については説明を省略しますので、ご了承くださ

い。 

 それでは、１７６、１７７ページのほうをご覧く

ださい。上から６行目、目８の公共交通対策費では、

鉄道交通対策事業費７１０万３，０００円の増額で

す。 

 まず、京都丹後鉄道への負担金１，０３０万３，

０００円の増額補正です。京都丹後鉄道の運行管理

部門を担いますＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式

会社に対しまして、新型コロナウイルス感染症拡大

に伴います外出自粛要請等によりまして、観光需要

等が激減した定期外運賃減少額を、沿線市町のほう

で支援します豊岡市分の負担額です。内訳としては、

２０２０年１２月から２０２１年の３月分までの

３９７万３，０００円と２０２１年４月から１０月

までの６３３万円です。 

 次のたけの観光協会への負担金１４０万円の増

額補正です。ＪＲ竹野駅の無人化を回避し、利用者

の利便性向上と観光ＰＲを目的に兼ねて、乗車券類

等販売業務を現在、たけの観光協会に委託しており

ます。市の委託料のほか、ＪＲ西日本からの販売手

数料収入でもって運営されてますが、昨今のコロナ

禍によります手数料収入が大きく減少し、運営不足

分をたけの観光協会自らが負担し、業務維持に努め

ていただいております。引き続き利便性向上や観光

ＰＲが継続的に努められるよう、今、今回の補正で、

市のほうで負担しようとするものです。 

 続いて、次の北近畿タンゴ鉄道株式会社への２つ

の補助金については、いずれも事業の精算見込みに
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伴います減額です。 

 次の事業、バス交通対策事業費９６０万円の増額

ですが、まず、事業用備品１８８万円の減額は有償

旅客運送事業のイナカー、マイクロバス車両購入の

精算に伴います減額です。 

 次の地方バス等公共交通維持確保対策補助金７

５０万４，０００円の増額は、運行経費の高騰と運

賃収入の落ち込みによります損失部分の増加の精

算見込みによるものでございます。 

 次の市街地循環バス事業費補助金１８５万６，０

００円の増額は、こちらについても運行経費の高騰

により精算見込みに伴う増額です。 

 次の高校生通学バス定期購入費補助金２１２万

円の増額につきましても、精算見込みに伴います増

額です。 

 次の事業、公共交通利用促進事業費の３６０万円

の増額です。その中で路線バス協働運行費補助金４

２０万円の増額ですが、これは、神鍋２００円バス

協働運行におきまして、新型コロナウイルス感染症

拡大も含め、利用者の減少に伴います運賃収入の大

幅な落ち込みに伴いまして減収補填を増額するも

のです。 

 なお、神鍋２００円協働運行につきましては、今

年度末をもちまして終了し、２０２２年度以降につ

きましては、通常の距離割運賃での路線バスに戻り

ます。 

 次の事業、公共交通対策事業費の１２０万円の減

額ですが、竹野南地区新交通モードの精算見込みに

よりまして、報償金から業務委託料までで、それぞ

れ不用額の減額補正です。 

 続いて、１８０、１８１ページのほうをご覧くだ

さい。下から３行目の目２２、但馬空港利用促進費

では、但馬空港利用促進事業費の８００万円の減額

です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

市職員の遠方出張の減少と飛行機利用者の大幅な

減少によりまして、普通旅費３３０万円の減額と、

次のページのほうに移りますが、但馬空港利用促進

協議会への補助金４７０万円の減額です。 

 続いて、２２４、２２５ページのほうをご覧くだ

さい。１つ目の枠内の目１、都市計画総務費で、３

つ目の事業、Ｗｅぷらざ整備事業費の１，１８０万

５，０００円の増額ですが、整備工事費で、Ｗｅぷ

らざ自由連絡通路の東西の階段の床タイル及び西

側の外壁につきまして、当初は必要最小限の補修に

とどめる予定でございましたが、経年劣化によりま

す階段タイルの破損や手すりの腐食、西側外壁の雨

水浸水によります劣化が顕著であったことから、そ

れと併せて東口、西口に既設に設置してます公衆ト

イレの便器を改修するため、増額補正しようとする

ものです。 

 次の事業、目２の公園管理費では、公園施設長寿

命化事業費に３，６００万円の増額ですが、これは、

防災・減災、国土強靱化の推進など、安全・安心の

確保を図るために、国補正予算の都市公園施設の社

会資本整備総合交付金を活用し、公園施設の長寿命

化対策で、令和４年度に予定していた事業を前倒し

しようとするものです。具体的には中央公園の市営

駐車場舗装工事に２，７００万円を増額するもので

す。それと、日高町の日高児童公園の複合遊具を含

めた更新工事に９００万円を増額しようとするも

のです。 

 歳出については以上です。 

 歳入について説明をさせていただきます。１５２

ページ、１５３ページのほうをご覧ください。上の

枠内の上から７行目です。目６、土木費国庫補助金、

節３の都市計画費補助金の社会資本総合交付金１，

８００万円の増額補正は、先ほど申し上げました中

央公園の市営駐車場の舗装工事と日高児童公園の

遊具更新工事に対します補助率２分の１で充当す

る国庫補助金です。 

 それと上の枠内の最後の交付金、地方創生臨時交

付金ですが、４，１５３万５，０００円の増額補正

のうち、都市整備課に関連しますのが１，１７０万

３，０００円の増額補正です。歳出のほうで説明し

ました京都丹後鉄道への負担金とたけの観光協会

への負担金、合わせて１，１７０万３，０００円の

増額を今回、この地方創生臨時交付金で充当しよう

とするものです。 
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 続いて、１５８、１５９ページをご覧ください。

下のほうですが、３つ目の枠内の１行目、節１の土

地売払い収入の１，３６７万３，０００円のうち、

都市整備課につきましては１，１５６万３，０００

円の増額補正です。昨年度末に事業完了となりまし

た稲葉川土地区画整理事業地で、場所は稲葉川と円

山川の合流地点付近の市が所有してます公簿面積

２，５５８．１９平方メートルの雑種地を、円山川

の河川改修工事に必要な土地として今回、国土交通

省へ売り払うための増額です。 

 続いて、１６４、１６５ページをご覧ください。

中段辺りから下段に向けて節３、雑入の補助金・交

付金のトヨタ・モビリティ基金活動助成金１２０万

円の減額補正は、歳出のほうで説明しました竹野南

地域で実施します新しい交通モードの精算見込み

に伴います減額です。 

 １６６、１６７をご覧ください。２つ目の枠内の

最初の市債、節１、総務管理債、バス交通対策事業

債のイナカー２００万円の減額補正は、イナカーの

マイクロバス購入に係ります精算に伴う減額です。 

 次の鉄道交通対策事業債の京都丹後鉄道軌道安

全輸送設備等の４３０万円の減額補正は、北近畿タ

ンゴ鉄道株式会社への補助金の精算見込みに伴い

ます減額です。 

 同じページの下から５行目、節５、都市計画債の

公園整備事業債の公園施設長寿命化事業の１，８０

０万円の増額補正は、先ほど来から説明します市営

の中央駐車場の舗装工事と日高児童公園の遊具更

新工事に伴います増額です。次の都市計画施設整備

事業債のＷｅぷらざの１，０５０万円の増額につき

ましても、歳出のほうで説明しましたＷｅぷらざの

増額補正に係るものです。 

 続いて、１３４ページのほうをご覧ください。第

２表の繰越明許費の補正です。下から２行目の款８、

土木費、項５、都市計画費、Ｗｅぷらざ整備事業費

の２，８２０万円は、ＪＲ江原駅Ｗｅぷらざ自由連

絡通路の整備として、屋根、天井の改修、内外壁の

修繕を中心に行ったところですが、ＪＲ軌道敷内に

おきますＪＲ委託工事との協議及び調整に日数を

要したことから、市が発注する工事につきまして、

今回の補正も含めまして不測の日数が生じたこと

から、翌年度に事業を繰り越すものでございます。

予定では５月末の竣工を予定いたしております。 

 次の事業、公園施設長寿命化事業の３，６００万

円は、中央駐車場の舗装工事、それと日高児童公園

の遊具更新工事の９００万円ということで、全額を

今回繰越しをしようとするものです。 

 続いて、１３７ページのほうご覧ください。第４

表の地方債補正です。変更欄の一番最初のバス交通

対策事業費、続いて、鉄道交通対策事業費、次のペ

ージで上から７行目の公園整備事業費、続いて、都

市計画施設整備事業費につきましては、これまでか

ら説明いたしております関係の補正に伴います地

方債の補正でございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、建築住宅課お願いします。 

 建築住宅課、谷垣参事。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） それでは、建築住

宅課分の説明をさせていただきます。 

 主なものを説明させていただきます。歳出からで

す。１７４、１７５ページをご覧ください。説明欄

で説明いたします。上段の財産管理費、業務委託料

は、旧高屋厚生年金住宅の売却に伴う市有財産売却

事業、分筆測量、建物表題登記業務で１０万７，０

００円の減額です。事業実績によります減額です。 

 ２２４、２２５ページをご覧ください。説明欄下

段、住宅管理費７２０万円の減額です。普通旅費と

市営住宅の補修実績の精算見込みによる減額です。 

 住宅耐震改修促進事業費９２１万６，０００円の

減額です。事業実績見込みによります不用額の減額

です。主に業務委託料４７２万９，０００円の減額

は、耐震診断業務の事業実績見込みの減額と、今年

度予定しておりました耐震改修促進計画の改定に

つきまして、県計画の改定に即した改定の業務委託
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を予定しておりましたが、改定が不要となったため、

減額するものです。 

 あと、補助金としまして４４１万５，０００円の

減額ということで、住宅耐震の改修促進事業の実績

見込みによる不用額の減額です。 

 その下、住宅新築資金等貸付金改修事業費１６万

円の減額は、事務経費の実績見込みによる不用額の

減額です。 

 ２２６、２２７ページをご覧ください。説明欄上

段、老朽危険空き家対策事業費２６万３，０００円

の減額です。主に補助金１０万９，０００円につい

ては、実績見込みによる不用額の減額です。 

 ２２８、２２９ページをご覧ください。消防費、

災害対策費の説明欄の中で補助金、土砂災害対策支

援事業費６２１万円の減額です。土砂災害特別警戒

区域にある住宅等の移転、除却、防護壁の整備等に

よる補助金を確保していましたが、今年度、補助申

請等がございませんでしたので、予算全額の減額で

す。 

 歳出は以上です。 

 続いて、歳入です。１４６、１４７ページをご覧

ください。総務管理使用料、行政財産目的外使用料

６９万８，０００円の増額となっていますが、うち

６８万３，０００円が建築住宅課分です。市営住宅

お試し居住、大学生入居、これらの事業費確定に伴

う増額です。 

 下段をご覧ください。土木使用料、住宅使用料８

４５万６，０００円の減額のうち、１４９ページの

移住促進住宅使用料を除いた分として６９４万９，

０００円の減額です。実績見込みによる減額です。

内訳は記載のとおりですので、ご清覧ください。 

 １５２、１５３ページをご覧ください。土木費国

庫補助金、住宅費補助金、社会資本整備総合交付金

の６７５万８，０００円の減額、これも先ほど歳出

で申し上げました事業精査による減額に伴う実績

見込みによる減額と国庫補助金の減額を上げさせ

ていただいております。 

 その下、消防費補助金、社会資本整備総合交付金

の崖地近接等危険住宅移転事業費２１０万５，００

０円、この減額は、先ほど申し上げました土砂災害

の申請がなかったことに伴う予算全額の減額です。 

 １５６ページ、１５７ページをご覧ください。県

補助金になります。土木費県補助金、住宅費補助金

の５０万２，０００円の減額、上３行分は実績見込

みによる不用額の減額で、内訳は記載のとおりです。 

 災害対策費補助金２０８万７，０００円の減額の

うち、１行目記載の住宅・建築物の土砂災害対策支

援事業費、国庫と同様に土砂災害特別警戒区域の事

業がなかったことによる県補助金、全額２０５万２，

０００円の減額です。 

 １５８、１５９ページをご覧ください。不動産売

却収入、土地売払い収入１，３６７万３，０００円

のうち２１１万円については、旧高屋厚生年金住宅

の売却に伴う増額です。 

 １６２、１６３ページをご覧ください。住宅資金

貸付金元利収入２６万５，０００円の増額としてい

ます。記載の３つの資金貸付金の元利収入見込みの

増額ということです。 

 収入は以上でございます。 

 繰越明許等はございません。 

 建築住宅課分は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。（発

言する者あり）ああ、すみません。 

○建築住宅課長（山本 正明） 委員長、申し訳ござ

いません。よろしいですか。 

○分科会長（清水  寛） はい。 

○建築住宅課長（山本 正明） すみません。先ほど

補正のほうで報告させていただきました中におき

まして、旧高屋厚生年金住宅売却に付随するという

ことで、支出関係の減額、あと土地の売払い収入の

２１１万円の増額ということを報告させていただ

きました。これに関しまして、若干ちょっと報告も

兼ねまして状況だけお伝えしておこうかと思いま

す。よろしいでしょうか。すみません。 

 この旧高屋厚生年金住宅の売却につきましては、

昨年、補正予算で急遽、準備をさせていただいて、

１２月１５日に入札を行いました。そして予定価格

１２０万円という形であったんですけども、最終的
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に１社の入札ありまして２１１万円という金額で

落札、これが先ほど売払い収入としての増額とさせ

ていただいたもので、一応今年入りまして１月後半

に所有権の移転を完了しまして、先般、引渡しとい

う行為も無事終了いたしまして、この売却が完了し

たという状況にございます。 

 ちなみに落札につきましては、大阪の守口市にあ

ります株式会社ペントハウスというとこなんです

けども、こちらが落札されて、高屋の物件そのもの

は一応そのまま改修をかけて、賃貸住宅として使う

予定ということで購入されたと。聞くところにより

ますと、あわよくば、できればいうことで早ければ

もう今年の８月ぐらいにも募集開始をしたいとい

うようなことを、ちょっと状況としては、思いとし

てはそういう思いで段取りを今しよるというよう

なことを言っておられましたので、状況なんかもち

ょっと報告をさせといていただければと。全部であ

そこ４０戸の所帯がありますので、大きなキャパが

できることになるのかなと思ったりはちょっとし

ております。 

 そういうような形でこの売却の件、ちょっと状況

だけご報告させておいていただきたいと思います。

すみませんでした。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、農業委員会事務局お願いします。 

 丸谷局長。 

○農業委員会事務局長（丸谷 祐二） よろしくお願

いいたします。 

 議案は２１０ページをご覧ください。農業委員会

費です。本年度の事業実績を反映した不用額の補正

でございます。右側のページ、２１１ページの説明

欄、２段目の升の一番上になります。農業委員の報

酬の不用額２７万１，０００円と農業委員及び農地

利用最適化推進委員の視察研修に係ります不用額

合計１１９万５，０００円の減額でございます。 

 昨年の７月なんですけれども、１名の農業委員が

一身上の都合で辞任をされております。そのため、

支給不要となりました報酬を２７万１，０００円減

額するものでございます。 

 また、例年１０月から１１月に実施をしておりま

した農業委員会の視察研修ですけれども、新型コロ

ナウイルスの感染拡大を受けまして、残念ながら昨

年度に引き続き令和３年度も中止といたしました。

そのための不用額を、減額をしております。その内

訳は、委員の費用弁償、それから随行職員の普通旅

費、消耗品並びに自動車借り上げ料でございます。 

 歳入予算、その他の補正につきましては、該当は

ございません。 

 農業委員会からの説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 ただいま第２２号議案、令和３年度豊岡市一般会

計補正予算（第２０号）の説明、質疑が全て終了し

ました。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 異議なしと認めます。よ

って、第２２号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第４４号議案、令和４年度豊岡市一般会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 当局の説明は、組織順に歳出、歳入の順でお願い

します。 

 質疑については、課ごとに行います。 

 討論、表決については、全ての課の説明及び質疑

が終了次第行います。 

 それでは、まず、環境経済課から説明願います。 

 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） それでは、１９ペー
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ジをご覧ください。上から２つ目の枠、商工振興事

業費、ステップアップ支援補助金の特別枠というこ

とで、２，０００万円の増額補正ということにいた

しております。アフターコロナ対応する事業者への

支援ということで、今回は減収の率に応じて補助率

を高めるというふうなことも考えております。 

 続きまして、１３ページ、歳入ですけれども、上

から２つ目、地方創生臨時交付金の１０分の１０、

財源充当ということにいたしております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 次に、大交流課お願いします。 

 谷口部参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） １９ページを同じ

くお開きいただけますでしょうか。上から３行目の

観光事業費の中の事業委託料で、市内周遊促進事業

というものを計上しております。これは、春先ぐら

いには一定コロナの感染も落ち着くだろうという

ことを前提に、国や県の大型のキャンペーンが実施

されて高まる旅行需要を取り込むために、市内での

周遊促進をするためのデジタルスタンプラリーを

企画いたしておりまして、それを委託するための事

業費で１，２００万円計上させていただいてます。 

 歳入につきましては、先ほど１３ページですね、

説明させていただいたとおり、地方創生臨時交付金

１０分の１０の財源を充てる予定にしております。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 続いて、農林水産課お願いします。 

 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、１７ペー

ジをご覧ください。まず、歳出でございます。一番

下の囲み、農業水産業費の農業振興事業費です。水

稲営農継続支援給付金の支給事業として交付金６，

８６５万５，０００円、事務費、そこの分トータル

をしまして３４万５，０００円を含め、６，９００

万円の計上をしております。 

 現在、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に

よる外食産業での消費低迷などを原因として、全国

的に米余りの状況となっております。この影響で、

令和３年産の米価は昨年秋以降、全国平均で前年対

比約１０％の安値が続いてる状況です。加えて昨年、

豊岡市ではいもち病の発生により全体的な収量も

減っており、水稲農家は苦境に立たされている状況

です。また、現在はガソリン代の高騰や資材費の高

騰もあり、さらに厳しい状況となっております。こ

のことが営農意欲の減退、そして離農による農業の

衰退につながってしまうことが懸念されるため、水

稲農家の営農継続を支援するための給付金を支給

したいと考えております。 

 対象者は、令和３年度の水稲生産実施計画書及び

営農計画書において、水稲、主食用米になりますけ

れども、を作付された農家で、作付面積３０アール

以上の方とし、約１，７００件を想定しています。

対象面積は、トータルで２，３００ヘクタール弱と

なります。支給金額は、１０アール当たり３，００

０円とする考えでおります。米の販売農家への支援

として、想定をするため、作付面積３０アール以下

の方は除くこと、また、給付対象面積から自家用消

費の相当分として１０アールを控除することとし

ております。事務スケジュールとしては、４月の令

和４年度の水稲生産実施計画書及び営農計画書の

作成依頼時に、手続のご案内をし、できるだけ早い

時期として７月頃には支給できるよう進めたいと

いうふうに考えております。 

 歳入でございます。１３ページをご覧ください。

上の囲みの２つ目、国庫支出金の地方創生臨時交付

金の内数として６，９００万円、１０分の１０でご

ざいますけれども、これを充てたいというふうに思

っております。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 
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 須山委員。 

○委員（須山 泰一） まず、１，７００という対象

の中に法人が含まれているかどうか、教えてくださ

い。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 対象者の中には法人

も含まれております。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 数が農家１，７２３件と分か

ってるわけですけど、４月から申請、請求書配付と

いうことで、この申請がなくても分かってるわけで

すけども、申請書がやっぱり要るんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 対象者を、先ほど説

明しましたとおり、令和３年度、今年度の作付をさ

れた方というふうにしておりますので、数も対象者

としては把握をしております。ただ、申請主義とい

うふうなことで、申請をいただいて当然支払える口

座等も確認をしないと振込ができませんので、そう

いうふうな事務のことも考えまして、手続をしてい

ただくというふうに思っております。ただ、簡略に

するために、たくさんの書類を作っていただくよう

なことは考えておりません。以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） 了解しました。 

○分科会長（清水  寛） ほかに。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） こちら、ちょっと２点ほど教

えていただきたいのですが、自家消費分として１０

アールを控除する。これ、法人はどういう扱いにな

るんですかね。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 法人、個人とござい

ますけれども、基本的には同じように扱いたいとい

うふうに思っておりますので、法人においても１０

アール当たりの分を控除するというふうな考え方

でいきたいというふうに思っております。 

○委員（森垣 康平） 分かりました。 

○分科会長（清水  寛） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） もう１点、水稲の対象作物を、

水稲で加工米等って書いてありますけど、これ、ほ

か何があるんですかね、加工米以外に。 

○分科会長（清水  寛） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 水稲といいましても、

対象として主食用米、普通に食べるお米というふう

に、簡単に言えば、そういうふうなお米を対象にす

るということで、米を加工して、例えばお菓子にす

るとか、そういった原料となるお米であるとか、家

畜の飼料として作るお米等々につきましては、これ

は除くというふうな考え方でおります。 

○委員（森垣 康平） ありがとうございました。 

○分科会長（清水  寛） いいですか。 

○委員（森垣 康平） はい。 

○分科会長（清水  寛） ほか質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 全ての課の説明、質疑が終わりました。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 異議なしと認めます。よ

って、第４４号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時５４分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時５４分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） ただいまから建設経済委員

会を再開します。 

 以上で当委員会に付託された議案についての説

明、質疑、討論及び表決は終了いたしました。 

 この際、当局の皆さんからのご発言はありません

か。 

 それでは、当局の皆さんは、ここで退席していた
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だいて結構です。 

 ここで建設経済委員会を暫時休憩します。 

午前１１時５４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時１４分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） では、休憩前に引き続き委

員会を再開いたします。 

 これより委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の審査は

終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議いただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩します。 

午後０時１４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時１５分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開します。 

 それでは、委員長報告についてですが、特に委員

会意見はなしということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、建設経済委員会

を暫時休憩します。 

午後０時１５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時１５分 分科会再開 

○分科会長（清水  寛） 休憩前に引き続き建設経

済分科会を再開します。 

 次に、第２２号議案及び第４４号議案に対する当

分科会の意見・要望として、予算決算委員会に報告

すべき内容について協議いただきたいと思います。 

 委員の皆さんからの提案について分科会意見・要

望とすべきか、協議を行いたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後０時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後０時１６分 分科会再開 

○分科会長（清水  寛） それでは、会議を再開し

ます。 

 それでは、協議いただきましたが、特にないとい

うことで、そのようにさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、ここで建設経

済分科会を閉会します。 

午後０時１７分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後０時１７分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） 建設経済委員会を再開しま

す。 

 これより協議事項３、閉会中の継続審査申出につ

いてを議題といたします。 

 まず、６ページにありますが、前回の委員会で決

定した委員会重点調査事項です。議長に対して、こ

の委員会重点調査事項を閉会中の継続審査事項と

して申し出たいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。（「このままでいいと思います」と呼ぶ

者あり）いいですか、何も追加なくて。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、異議なしと認め、

そのように決定いたします。 

 次に、その他ですが、この際、委員の皆さんから

特にご発言はありませんか。（「ありません」と呼

ぶ者あり）よろしいですか。 

 その他として管外視察というものは、まあまあ、

コロナの状況とかっていうものあるんですけども、

それで通常であれば、５月のゴールデンウイーク明

けぐらいの日程で管外視察はあるんですけども、日

程だけでも決めたらどうかなと思うんですけど、ど

うです。 

○委員（西田  真） いいですか。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） それでも日程を取りあえず決

めるいうのは、それは当然いいと思うんですけど、

コロナの状況にも当然よりますし、相手方が受け入

れてくれるかどうかっちゅうのもありますのでね、

取りあえず日程ぐらいしか仕方がないのかなと思
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います。 

○委員長（清水  寛） そうですね。 

今ちょっと竹中委員から提案があるんですけども、

５月の１６の週、１６から２０までの日付を、ちょ

っと皆さん心積もりとして押さえといてもらうって

いうことで。当然、今後のコロナの状況、特に今の

国のほうの緊急事態宣言とか、その辺がどうなのか

なっていう。まん延防止とかの取扱いが、もうそれ

も解除して、例えばゴールデンウイーク明けからＧ

ｏＴｏやりますみたいな話になれば、全然話として

は変わってくるので、なら、日程としては５月の１

６から２０の日にちをちょっと押さえさせてもらう

ということでお願いいたしたいと思います。 

（「ちょっと休憩取ってもらって」と呼ぶ者あり）

はい。 

 暫時休憩します。 

午後０時２０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時２０分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） 会議を再開します。 

 特にほか、委員の皆さんから何もなければ、以上

をもちまして建設経済委員会を閉会いたします。ご

苦労さまでした。 

午後０時２０分 委員会閉会 

──────────────────── 


